
種別 現行基準 改正基準案 理由 解説に入れ込む内容 

養育
家庭 

里親申込者は、配偶者が
いない場合には、次の全
ての要件を満たしている
こと。 
ア 児童養育の経験があ
ること、又は保健師、看
護師、保育士等の資格を
有していること。 
イ 起居を共にし、主た
る養育者の補助者として
子供の養育に関わること
ができる、２０歳以上の
子又は父母等がいること。 
 
※要保護児童の親族に
あっては除く。 
※「起居を共にし、主た
る養育者の補助者として
子供の養育に関わること
ができる、２０歳以上の
子又は父母等がいるこ
と」の「等」は、原則と
して親族を示す。ただし、
社会通念上事実上の婚姻
関係にある同居者につい
ては、その同居状態の安
定性、継続性を十分に考
慮した上で「等」に含め
ることは差し支えない。 

＜案１＞ 
里親申込者は、配偶者がいない場合には、知識
や経験を有する等、子供を適切に養育できると
認められること。 
 
 
＜案２＞ 
里親申込者は、配偶者がいない場合には、次の
全ての要件を満たしていること。 
ア 児童養育の経験があること。 
イ 起居を共にし、主たる養育者の補助者とし
て子供の養育に関わることができる、２０歳以
上の親族等がいること。 
 
 
＜案３＞ 
里親申込者は、配偶者がいない場合には、子供
を適切に養育できると認められ、起居を共にし、
主たる養育者の補助者として子供の養育に関わ
ることができる、２０歳以上の親族等がいるこ
と。 
 
 
 
 
＜案４＞ 
里親申込者は、配偶者がいない場合には、子供
を適切に養育できると認められ、次のいずれか
の要件を満たしていること。 
ア 児童養育の経験があること。 
イ 起居を共にし、主たる養育者の補助者とし
て子供の養育に関わることができる、２０歳以
上の親族等がいること。 
 
 
 

＜案１＞ 
国と同様とする。 
 
＜案２＞ 
これまでの都の考え方
を鑑み、引き続き単身
者は認めず、申込者本
人への一定条件に加え、
補助者を要件とする。 
 
＜案３＞ 
これまでの都の考え方
を鑑み、引き続き単身
者は認めず、補助者を
要件とするが、申込者
本人への条件を撤廃。 
 
＜案４＞ 
国が単身者を認めてい
ることを鑑み、一定条
件の下に単身者を認め
る。 
 
＜案２、３、４＞ 
「親族等」に含まれる
者について、これまで
は「社会通念上事実上
の婚姻関係にある同居
者」としていたが、家
族形態の多様化に伴い、
別途解説にて「親族以
外の同居者」とし、対
象を拡大。 

＜共通＞ 
○要保護児童の親族にあっては除
く。 
 
＜案１＞ 
○経済的な基盤や養育を支援する
環境等があるかを確認すること。 
 
＜案２、３、４＞ 
○親族以外の同居者については、
その同居状態の安定性、継続性を
十分に考慮した上で「２０歳以上
の親族等」の「等」に含めること
は差し支えない。 
○「同居状態の安定性、継続性」
を確認するため、必要に応じ住民
票や各種証明書類等を確認しなが
ら、同居に至った経緯や同居年数
等を確認すること。 
 
＜案２、４＞ 
○「児童養育の経験」とは以下の
とおりとする。 
・実子の養育経験 
・里子の養育経験 
・児童福祉施設等（児童福祉法第
７条に規定する施設のほか、児童
相談所や子供家庭支援センター等、
子供の相談機関も含む。）への３
年以上の従事経験 
・フレンドホームやショートステ
イ等における自宅での宿泊を伴う
児童の養育経験 

専門
養育
家庭 

単身者の要件についての検討 資料 ６－１ 

申込者の有資格要件撤廃 補助者の対象拡大 

申込者の有資格要件撤廃 補助者の対象拡大 

申込者の養育経験、有資格要件撤廃 

補助者の対象拡大 

単身者認定が可能 

【国の要件】 

知識や経験を有する等子ども
を適切に養育できると認められ
る者は認定、登録して差し支え
ないが、経済的な基盤や養育
を支援する環境等があるかな
ど確認する。 

単身者認定が可能 



種別 現行基準 改正基準案 理由 解説に入れ込む内容 

親族里
親 

・委託児童の扶養義務者及びその配
偶者である親族であること。 
・配偶者がいない場合には、原則と
して２０歳以上の子又は父母等と起
居を共にし、又はこれらの者が近接
地に居住し児童の養育の受託につい
て十分な理解を有していること。 
 
※里親申込者が十分に児童の養育を
行うことができる場合は、２０歳以
上の子又は父母等と起居を共にし、
又はこれらの者が近接地に居住して
いなくても行うことができる。 

現行どおり 
 
※は解説に移行 

児童福祉法施行規則第
１条の３９により児童
の扶養義務者及びその
配偶者である親族とさ
れているため。 

○里親申込者が十分に児
童の養育を行うことがで
きる場合は、２０歳以上
の子又は父母等と起居を
共にし、又はこれらの者
が近接地に居住していな
くても行うことができる。 
 

養子縁
組里親 

里親申込者は、原則として２５歳以
上５０歳未満であり、婚姻している
こと。 

現行どおり 民法８１７条の３によ
り特別養子縁組の養親
となる者は配偶者のあ
る者とされているため。 

単身者の要件についての検討 資料 ６－２ 

申込者の形態 案１ 案２ 案３ 案４ 

申込者本人の
条件 

子供を適切に養育可能 児童養育の経験 なし 
単身での申請  → 児童養育の経験 
補助者有での申請 → なし 

単身者の認定 ○ × × ○ 

補助者との認定 
（条件の有無） 

－ 
○ 

（２０歳以上の親族等） 
○ 

（２０歳以上の親族等） 
○ 

（２０歳以上の親族等） 

養育家庭及び専門養育家庭の各改正基準案における単身者等の認定可否 

              【国の要件】（民法） 
養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。 


